
1　就業・年金等分野に係る基本的施策

「就業・年金等分野に係る基本的施策」につ
いて、高齢社会対策大綱は、次の方針を示して
いる。

少子高齢化が急速に進展し労働力人口が
減少する中、経済社会の活力を維持するた
め、意欲と能力のある高齢者がその知識と
経験をいかして、65歳以上であっても経
済社会の重要な支え手、担い手として活躍
することができるような社会を目指す。
現在の年金制度に基づく公的年金の支給
開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員
がその意欲と能力に応じて65歳まで働け
るよう、定年の引上げや継続雇用制度の導
入等による安定的な雇用の確保を図ると同
時に、年齢にかかわりなく働くことができ
る社会の実現に向けた雇用・就業環境の整
備を図る。
勤労者が、職業生活と家庭や地域での生
活とを両立させつつ、職業生活の全期間を
通じて能力を有効に発揮することができる
よう、職業能力の開発、労働時間の短縮、
育児・介護休業制度の普及などの施策を推
進する。
職業生活からの引退後の所得について
は、国民の社会的連帯を基盤とする公的年
金を中心とし、これに職域や個人の自助努
力による企業年金、退職金、個人年金等の
個人資産を適切に組み合わせて、その確保
を図る。

（1）全員参加型社会の実現のための高齢者の
雇用・就業対策の推進

ア　年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向
けた取組

「雇用対策法」（昭和41年法律第132号）第10
条に基づき、労働者の一人ひとりにより均等な
働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者
の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の
徹底を図るべく、指導等を行っている。
高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年
齢にかかわりなく働き続けることができる社会
（以下「生涯現役社会」という。）の実現に向け
た取組として、地域の中核的企業をモデル企業
に選定し、当該業界団体における取組を通じ、
生涯現役社会実現に向けた地域の機運醸成を図
るほか、高年齢者に対して高齢期の職業生活設
計に係るセミナーを開催する等、生涯現役社会
の実現に向けた環境整備を図る生涯現役社会実
現事業を実施した。
また、企業における高年齢者の活用を促進す
るため、高年齢者の職域の拡大、作業環境の改
善又は雇用管理制度の整備等を行う事業主を支
援するとともに、定年を控えた高年齢者等で、
その知識や経験を活かすことができる他の企業
での雇用を希望する者を、公共職業安定所又は
職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主
を支援し、高年齢者の雇用の維持を図った。
さらに、「労働契約法」（平成19年法律第128
号）第18条に基づき、同一の使用者との間で5
年を超えて有期労働契約を反復更新した場合
に、労働者の申込みにより無期労働契約に転換
できるルールが導入されている。一方で、定年
後引き続いて雇用される高齢者については、65
歳以降も継続して雇用されることで、それまで
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に培ってきた知識、経験等を活用しつつ、その
能力を有効に発揮するものと考えられる。こう
したことを踏まえ、加齢とともに健康状態や職
業能力の変化に関する個人差が大きくなると
いった高齢者の特性に応じた雇用管理が図られ
る場合に、定年後引き続き雇用される有期雇用
労働者について、その引き続き雇用される期間
は無期転換申込権が発生しないこととする特例
を設けること等を内容とする「専門的知識等を
有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
案」が、第187回国会にて成立した。その後、
省令・告示等の整備や内容の周知など、平成
27年4月1日の施行に向けた準備を行った。
日本政策金融公庫（国民生活事業・中小企業
事業）の融資制度（地域活性化・雇用促進資
金）において、エイジフリーな勤労環境の整備
を促進するため、高齢者（60歳以上）等の雇
用等を行う事業者に対しては当該制度の利用に
必要な雇用創出効果の要件を緩和（2名以上の
雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和）する
措置を継続した。
また、高齢者を含め多様な人材の能力を活か
して、イノベーションの創出、生産性向上等の
成果を上げている企業を「ダイバーシティ経営
企業100選」として表彰し、ダイバーシティ経
営のすそ野の拡大を図っている。24年度から
開始し、26年度は、27年3月に52社（大企業
28社、中小企業24社）を表彰した。

イ　多様な形態による雇用・就業機会の確保
高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年
退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な
就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた
就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシ
ルバー人材センター事業について、各シルバー
人材センターにおける就業機会の拡大・会員拡

大などの取組を支援するほか、地方公共団体が
地域のニーズがあると認めた分野において、シ
ルバー人材センターの事業立ち上げを支援する
ことにより、各シルバー人材センターの会員が
身近な地域で安心して働くことができるよう多
様な就業機会を提供するとともに、適切な運営
の確保を図った。
地域の事業主団体等と公共職業安定機関の参
画の下、高年齢者の居住する身近な地域におい
て雇用を前提とした技能講習、面接会、フォ
ローアップ等を一体的に行うシニアワークプロ
グラム事業を実施した。
また、平成25年度補正予算において「地域
人づくり事業」として基金（緊急雇用創出事業
臨時特例交付金）を活用し、地方自治体におい
て、関係機関が相互に連携し高年齢者の就労支
援事業を展開することで、高年齢者の就業・社
会参加の充実を図るモデル的な取組を推進し
た。

ウ　高齢者等の再就職の援助・促進
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の
対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ
たこと」により離職する高年齢離職予定者の希
望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再
就職に資する事項や再就職援助措置を記載した
求職活動支援書を作成・交付することが事業主
に義務付けられており、交付を希望する高年齢
離職予定者に求職活動支援書を交付しない事業
主に対しては公共職業安定所が必要に応じて指
導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当
たって、中高年齢者の有する豊富な職業キャリ
アの記載ができる「職業キャリアが長い方向け
のジョブ・カード」を求職活動支援書としても
活用することが可能となっていることから、そ
の積極的な活用を促した。
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主要な公共職業安定所において高年齢求職者
を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に
就職が困難な者に対する就労支援チームによる
支援を行った。
また、常用雇用への移行を目的として、職業
経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な
求職者を公共職業安定所等の紹介により一定期
間試行雇用する事業主に対する助成措置（トラ
イアル雇用奨励金）や、高年齢者等の就職困難
者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇
用する労働者として雇い入れる事業主に対する
助成措置（特定求職者雇用開発助成金）を実施
した（表2－2－1）。
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円
滑な労働移動を強化するため、平成25年度補
正予算において抜本的に拡充した労働移動支援
助成金により、離職を余儀なくされる高年齢者
等の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した
事業主や、高年齢者等を受け入れて訓練（OJT
を含む）を行った事業主に対して、助成措置を
行い、能力開発支援を含めた労働移動の一層の
促進を図った。

エ　起業の支援
日本政策金融公庫（国民生活事業・中小企業

事業）において、高齢者等を対象に優遇金利を
適用する融資制度（女性、若者／シニア起業家
支援資金）により開業・創業の支援を行った。

オ　知識、経験を活用した65歳までの雇用の
確保

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
（昭和46年法律第68号）は事業主に対して、65
歳までの雇用を確保するために継続雇用制度の
導入等の措置（以下「高年齢者雇用確保措置」
という。）を講じるよう義務付けており、高年
齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し
ては、公共職業安定所による指導等を実施する
とともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる
技術的事項についての相談・援助を行った。
公務部門において、行政機関の国家公務員に
ついては、現行の国家公務員法に基づく再任用
制度を活用し、65歳までの雇用確保に努める
とともに特に雇用と年金の接続を図る観点か
ら、「国家公務員の雇用と年金の接続について」
（平成25年3月閣議決定）に基づき、平成25年
度の定年退職者等のうち希望者を対象として、
フルタイム又は短時間の勤務形態により報酬比
例部分の年金の支給開始年齢まで原則再任用す

表2－2－1 　高年齢者雇用関係助成金制度の概要

トライアル雇用奨励金
・�常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により、
一定期間試行雇用した事業主に対して助成

特定求職者雇用開発助成金　（特定就職困難者雇用開発助成金）
・�高年齢者（60歳以上65歳未満）等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ
る事業主に対して賃金相当額の一部を助成

特定求職者雇用開発助成金　（高年齢者雇用開発特別奨励金）
・�65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金
相当額の一部を助成

高年齢者雇用安定助成金
・�高年齢者の活用を促進するため、新分野への進出、機械設備の導入、雇用管理制度の構築の取組などを行う事業主や定年退職
予定者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成

資料：厚生労働省
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るなどの措置を講じた。また、26年4月に成立
した「国家公務員法等の一部を改正する法律」
（平成26年法律第22号）附則第42条及び上記
閣議決定を踏まえて、28年度までに雇用と年
金の接続の在り方について改めて検討している
ところ。地方公務員については、雇用と年金を
確実に接続するため、同閣議決定の趣旨を踏ま
え、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよ
うに各地方公共団体に対して必要な助言等を
行った。

（2）勤労者の生涯を通じた能力の発揮
ア　勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の

開発
職業生涯の長期化や働き方の多様化等が進む
中、労働者が職業生活の全期間を通じてその能
力を発揮できるようにするために、労働者の段
階的・体系的な職業能力の開発・向上を促進
し、ひいては人材の育成・確保や労働生産性の
向上につなげることが必要である。
このため、職業訓練の実施や能力本位の労働
市場の形成を支援するのみならず、個々人に
あった職業生涯を通じたキャリア形成支援を推
進している。

イ　ゆとりある職業生活の実現等
勤労者が、職業生活と家庭や地域における生
活とを調和させつつ、生涯にわたってその能力
を有効に発揮するためには、心身の健康を保ち
つつ、仕事のための時間と家庭・地域・職業能
力開発などのための時間を様々に組み合わせ、
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）を実現していくことが重要である。
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時
間60時間以上の雇用者の割合が1割弱となって
おり、また、年次有給休暇の取得率は近年5割

を下回る水準で推移している。
この状況を踏まえ、「労働時間等の設定の改
善に関する特別措置法」（平成4年法律第90号）
及び「労働時間等見直しガイドライン」（「労働
時間等設定改善指針」（平成18年厚生労働省告
示第197号））に基づき、所定外労働の削減及
び年次有給休暇の取得促進を始めとした労使の
自主的な取組を促進する施策を推進した。
また、長時間労働対策を総合的に推進するた
め、平成26年9月30日に厚生労働大臣を本部
長とする「長時間労働削減推進本部」を設置
し、企業経営陣へ働きかけるなどにより、企業
の自主的な働き方の見直しを推進した。

ウ　職業生活と家庭生活との両立支援対策の推
進

（ア）改正育児・介護休業法の円滑な施行
平成24年7月に全面施行された「育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律及び雇用保険法等の一部を改正
する法律」（平成21年法律第65号。以下「改正
育児・介護休業法」という。）について、引き
続き制度の内容を周知するとともに、企業にお
いて改正内容が定着し、法の履行確保が図られ
るよう事業主に対して指導等を行った。

（イ）仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備
育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環
境整備を推進するため、両立支援等助成金の支
給や、両立支援に関する情報を一元化した「女
性の活躍・両立支援総合サイト（両立支援のひ
ろば）」等の運用を行うとともに、好事例集の
作成・周知を行った。
また、中高年を中心として、家族の介護のた
めに離・転職する労働者が増加していることか
ら、平成25年度に構築した介護離職を予防す
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るための職場環境モデルを企業に導入する実証
実験、仕事と介護を両立できる職場環境の整備
に取り組んでいる企業が使用できるシンボル
マーク「トモニン」の作成等、労働者の仕事と
介護の両立を支援し、継続就業促進のための取
組を行った。
さらに、仕事と育児・介護等の両立支援のた
めの取組を積極的に行っており、かつその成果
が上がっている企業に対し、公募により「均
等・両立推進企業表彰」を実施し、その取組を
広く周知することにより、労働者が仕事と家庭
を両立しやすい職場環境の整備を促進した。

エ　多様な勤務形態の環境整備
（ア）多様な働き方を選択できる環境の整備
パートタイム労働者がその能力を一層有効に
発揮することができる雇用環境を整備するた
め、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す
る法律」（平成5年法律第76号。以下「パート
タイム労働法」という。）に基づく是正指導や、
専門家による正社員との均等・均衡待遇や正社
員への転換に関する相談・援助のほか、事業主
に対する職務分析・職務評価の導入支援や助成
金の活用等により、正社員との均等・均衡待遇
確保のための取組を推進している。
さらに、パート労働者活躍企業宣言サイトの
構築等パートタイム労働者の均等・均衡待遇の
取組推進に向けた機運醸成を図り、併せてパー
トタイム労働者のキャリアアップ支援を行っ
た。また、パートタイム労働者の均等・均衡待
遇の確保及び納得性の向上を図るための措置等
の更なる充実等を内容とする「短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正す
る法律」（平成26年法律第27号。以下「改正
パートタイム労働法」という。）が平成26年4
月に成立・公布され、27年4月の施行に向け、

同法の周知等を行った。
また、所定労働時間が短いながら正社員とし
て適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で
あり、育児・介護や地域活動など個々人のライ
フスタイルやライフステージに応じた働き方を
実現させるものとして期待される「短時間正社
員制度」について、その導入・定着を促進する
ため、制度を導入した事業主に対して支給する
助成金等を活用するほか、制度導入支援マニュ
アルの配布や、「短時間正社員制度導入支援ナ
ビ」の運営、人事労務担当者を対象にしたセミ
ナーの実施等により、短時間正社員制度の概要
や取組事例等についての情報提供等を行い、周
知・啓発に努めた。

（イ）情報通信を活用した遠隔型勤務形態の
開発・普及

テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び
高齢者の積極的な社会への参画を促進する有効
な働き方と期待されている。
また、平成26年6月24日に閣議決定された

「世界最先端IT国家創造宣言」においては、
「就業継続が困難となる子育て期の女性や育児
に参加する男性、介護を行っている労働者など
を対象に、週一回以上、終日在宅で就業する雇
用型在宅型テレワークにおける、労働者にやさ
しいテレワーク推奨モデルを産業界と連携して
支援し、28年までにその本格的な構築・普及
を図り、女性の社会進出や、少子高齢化社会に
おける労働力の確保、男性の育児参加、仕事と
介護の両立などを促進する」こととされるな
ど、これまで以上にテレワークの普及促進に取
り組むこととしている。
関係省庁では、テレワークが高齢者等の遠隔
型勤務形態に資するものとして、テレワークの
一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等
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を連携して推進している。
これに基づき、テレワークによる働き方の実
態やテレワーク人口の定量的な把握、テレワー
ク展開拠点の需要等の把握を行った。
また、仕事と子育て・介護等の両立など柔軟
な働き方が可能となる新たなテレワークモデル
を確立するための実証を実施するとともに、在
宅勤務ガイドラインの周知・啓発、テレワーク
相談センターでの相談活動やテレワーク導入企
業等に対する労務管理や情報通信技術に関する
専門家の派遣、事業主・労働者等を対象とした
「テレワーク・セミナー」の開催等により、引
き続き適正な労働条件下でテレワークの普及を
図った。

（3）公的年金制度の安定的運営
ア　持続可能で安定的な公的年金制度の確立
平成26年4月には、「国民年金法等の一部を
改正する法律等の一部を改正する法律」（平成
24年法律第99号）や「公的年金制度の財政基
盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金
法等の一部を改正する法律」（平成24年法律第
62号。以下「年金機能強化法」という。）に基
づき、消費税率8％への引上げによって確保し
た安定財源をもとに、基礎年金国庫負担割合2
分の1を恒久化した。また、年金財政の改善と
世代間の公平を図る観点から、年金額の特例水
準を1％解消した。
26年6月には、5年に一度実施することとさ
れている財政検証の結果が公表され、日本経済
の再生を軌道に乗せるとともに、成長に必要な
労働力を確保すべく、女性や高齢者が安心して
働ける環境整備を進め労働参加の促進を実現す
ることが、年金制度の持続可能性を高める意味
でも、給付水準の確保を図る意味でも重要だと
いうことが示された。

26年財政検証では、被用者保険の更なる適
用拡大を行った場合など、一定の制度改正を仮
定したオプション試算を初めて実施しており、
これらの結果から、短時間労働者の適用拡大な
どの3つのオプションのいずれもが、制度の持
続可能性を高め、給付水準を確保する上で、プ
ラスの効果を持つことが確認された。
社会保障審議会年金部会では、25年8月に取
りまとめられた社会保障制度改革国民会議報告
書（以下、「国民会議報告書」という。）、社会
保障制度改革プログラム法や、26年財政検証
結果を踏まえ、年金制度を支える経済社会の発
展への寄与という観点や、持続可能性の強化と
セーフティネット機能の強化の観点からの検討
課題について議論を行い、27年1月に議論の整
理が示された。

イ　低年金・無年金問題への対応
低年金・無年金問題に対しては、負担に応じ
た給付という社会保険制度の枠組みの中で取り
得る対策として、年金機能強化法による老齢基
礎年金の受給資格期間の短縮や短時間労働者へ
の厚生年金の適用拡大、「年金生活者支援給付
金の支給に関する法律」（平成24年法律第102
号）による年金生活者支援給付金の支給といっ
た施策を実施することとしており、平成26年
度においては、これらの措置の円滑な施行に向
け、必要な準備や周知に取り組んだ。

ウ　働き方やライフコースの選択に中立的な年
金制度の構築
年金機能強化法に基づき、平成26年4月から
施行された産休期間中の社会保険料免除の円滑
な実施に努めるとともに、短時間労働者への被
用者保険の適用拡大の28年10月からの円滑な
施行に向け、必要な準備や周知に取り組んだ。
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また、国民会議報告書や社会保障制度改革プ
ログラム法において短時間労働者への被用者保
険の適用拡大が検討課題として挙げられ、「『日
本再興戦略』改訂2014」（平成26年6月24日閣
議決定）でも、働き方に中立的な社会保障制度
としていく方策として、被用者保険の適用拡大
の検討を進めることとされた。これを踏まえ、
28年10月の適用拡大の施行後の更なる適用拡
大の進め方とその対象範囲を規定する各要件の
在り方や、28年10月の適用拡大の枠組みを前
提としつつ、現時点において、この問題をさら
に一歩前に進めるための方策について、社会保
障審議会年金部会等で議論を行った。

エ　年金記録問題への対応・業務運営の効率化
日本年金機構においては、年金の適用、保険
料の徴収、年金の給付、年金の記録管理及び年
金の相談という一連の年金業務を正確かつ確実
に遂行するとともに、提供するサービスの質の
向上を図ることを基本的な役割としている。
具体的には、国民年金の適用事務について
は、住民基本台帳ネットワークシステムにより
把握した20歳、34歳及び44歳到達者に対する
届出勧奨及び届出がない場合の資格取得等の手
続を確実に実施するとともに、収納事務につい
ては、平成26年度の現年度納付率について前
年度の納付実績を上回る水準を確保することを
目標に、国民年金保険料収納事業受託事業者と
の協力・連携により効率化を図るとともに、強
制徴収業務を更に強化した。
厚生年金保険等の適用事務については、引き
続き法務省の保有する法人登記簿情報の活用に
より適用調査対象事業所を効率的に把握し、把
握した事業所に対する加入指導等に取り組んだ
ほか、更なる適用促進を図るため、関係機関と
調整し、26年12月から新たに国税庁の源泉徴

収義務者情報を入手し、活用することとした。
徴収事務については、適用事業所の新規適用時
に口座振替の利用の協力を事業主に求める等、
効率的に取り組んだ。
給付事務については、年金給付の請求書を受
け付けてから年金が決定され、年金証書が請求
者の方々に届くまでの所要日数を「サービスス
タンダード」として設定し、迅速な支給決定に
ついて取り組むとともに、その達成状況を適切
に把握した。
年金記録問題への対応については、「紙台帳
とコンピュータ記録の突合せ事業」について終
了するとともに、①ねんきん定期便等による
「加入期間などに誤りがあると思われる方は年
金事務所で相談してほしい」旨の働きかけや、
②持ち主が明らかでない年金記録をインター
ネット上で検索できる「ねんきんネット」の利
用を促す等、本人の記録の再確認を促す取組を
進めた。
この他、お客様と直接接する年金事務所等、
第一線の職員からの要望等に基づく業務運営の
効率化や年金相談の充実、お客様サービスの向
上、業務の公正性・透明性の確保などの取組を
進めた。

（4）自助努力による高齢期の所得確保への支援
ア　企業年金制度等の整備
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険法等の一部を改正する法
律」（平成25年法律第63号）が平成26年4月に
施行され、解散や他制度への移行を行う厚生年
金基金が増加しており、これらへの対応を行っ
た。
また、「平成26年度税制改正の大綱」（平成
25年12月24日閣議決定）に基づき、確定拠出
年金の拠出限度額の引き上げ等の措置を講じた。
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企業年金制度の見直しについては、働き方の
多様化等が進む中で、企業年金の普及・拡大を
図るとともに、老後に向けた個人の継続的な自
助努力を支援するため、社会保障審議会企業年
金部会において、企業年金制度等のあり方につ
いて議論を行った。
企業年金部会における議論を整理した「社会
保障審議会企業年金部会における議論の整理」
（平成27年1月16日）や、「平成27年度税制改
正の大綱」（平成27年1月14日閣議決定）等を
踏まえ、第189回国会に法案を提出すべく政府
において検討を進めた。

イ　退職金制度の改善
社外積立型の退職金制度を導入する等の改善
に向けた支援を行うとともに、中小企業におけ
る退職金制度の導入を支援するため、中小企業
退職金共済制度の普及促進等の施策を推進して
いる。

ウ　高齢期に備える資産形成等の促進
勤労者財産形成貯蓄制度の普及等を図ること
により、高齢期に備えた勤労者の自助努力によ
る計画的な財産形成を促進している。
また、認知症高齢者等の財産管理や契約に関
し本人を支援する成年後見制度について周知を
図っている（表2－2－2）。

2　健康・介護・医療等分野に係る基本
的施策

「健康・介護・医療等分野に係る基本的施策」
については、高齢社会対策大綱において次の方
針を明らかにしている。

我が国において少子高齢化や疾病構造の
変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の
改善を通じて、全ての国民が共に支え合い
ながら希望や生き甲斐を持ち、高齢期に
至っても、健やかで心豊かに生活できる活
力ある社会を実現し、長寿を全うできるよ
う、生涯にわたる健康づくりを総合的に推
進する。
高齢者介護については、介護を国民皆で
支え合う仕組みとして創設された介護保険
制度の着実な実施を図る。また、高齢者が
可能な限り住み慣れた地域でその有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするため、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが一体的に提供
される「地域包括ケアシステム」の確立を
目指す。加えて今後急速に増加することが
予想される認知症を有する人が地域におい
て自立した生活を継続できるよう支援体制
の整備を更に推進する。
また、今後も高齢化の進展等で医療費の
増加が見込まれる中、引き続き安心して良
質な医療を受けることができるよう、人口
構造の変化に対応できる持続可能な医療保
険制度を構築する。

（1）健康づくりの総合的推進
ア　生涯にわたる健康づくりの推進
健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現し、
健やかで活力ある社会を築くため、がんなど生
活習慣病の一次予防に重点を置いた対策として
平成12年度から進めてきた「21世紀における
国民健康づくり運動（健康日本21）」が24年度
で終了したことから、23年10月に取りまとめ
た最終評価を基に「厚生科学審議会地域保健健
康増進栄養部会」などで議論を行い、24年7月
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